
別紙４　別表　連携対象システム等一覧（参考）　

対象 手続名

001 基幹系システム 住民基本台帳 情報政策課 〇

002 基幹系システム 印鑑登録 情報政策課 〇

003 基幹系システム 戸籍 異動受付支援 市民課 〇

004 基幹系システム 戸籍の附票 異動受付支援 市民課 〇

021 基幹系システム 生活保護 生活支援課 〇

022 基幹系システム 障害者福祉 障害福祉課 〇 〇 日常生活用具給付申請

023 基幹系システム 介護保険 要介護認定 介護保険課 〇

023 基幹系システム 介護保険 情報政策課 〇

024 基幹系システム 国民健康保険 情報政策課 〇 〇

・国民健康保険に関する所得の

申告（更新）

・資格確認書の再交付申請

026 基幹系システム 国民年金 情報政策課 〇

027 基幹系システム 児童手当 子育て助成課 〇

032 基幹系システム 団体内統合宛名管理 情報政策課 〇

902 基幹系システム 行政レセプト 国民健康保険課 〇 標準化対象外

903 基幹系システム マイナンバーカード交付管理 市民課 〇 標準化対象外

※ 基幹系システム 長寿社会課所管システム 長寿社会課 〇
・住宅前道路除雪制度

・高齢者三療助成事業
標準化対象外

※ 関連システム等 既存オンライン申請フォーム 関係課 〇
電子審査システム機能への申請データ連

携元

※ 関連システム等 市公式ホームページ 関係課 〇 〇
AIコンシェルジュ機能及びAIナビ機能の

参照元

※ 関連システム等 電子マニュアル管理システム 関係課 〇 〇
AIコンシェルジュ機能及びAIナビ機能の

参照元

※ 関連システム等 既存発券機システム 市民課 〇 AIコンシェルジュ機能との連携対象

AIコンシェ

ルジュ
備考

・本表は、旭川モデルにおいて連携を想定する基幹系システムその他関連システムの例を整理した参考資料である。

・本表に記載するシステム及び手続は、現時点における想定を示すものであり、実際の連携対象システム、対象データ及び電子審査対象手続を確定するものではない。

・具体的な対象は、業務要件、業務適合性、既存システムの対応可否その他の条件を踏まえ、本市と受託者の協議により定めるものとする。

分類 AIナビ
電子審査

業務ID システム名 サブシステム 所管課 CRM


